
◆審査請求の当事者
　・審査請求人
　・処分庁…審査請求対象となる決定を行った文書担当課
　・審査庁…処分庁が所属する局（区）の総務担当課
　・堺市個人情報保護審議会（以下、「審議会」という。）…事務局は市政情報課

個人情報開示請求等に関する審査請求に係る事務手続きの流れ（概要）

審査請求書作成 提出 審査請求書受領

形式審査・受付

弁明書作成弁明書受領 送付送付弁明書受領

反論書作成 提出 反論書受領

再弁明書作成再弁明書受領 送付送付再弁明書受領

口頭意見陳述の

希望

申し立て 口頭意見陳述の

可否検討

陳述可の場合

出席 口頭意見陳述

審査請求人が反論書を提出する場合（任意）

審査請求人が審査庁に対する口頭意見陳述を希望する場合（任意）

審査請求人 審査庁 処分庁

審査請求書受領

反論書受領
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送付
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き口頭意見陳述について

・可否決定について審査請求人に連絡

・可の場合は、合わせて日程希望日、補佐人の

帯同の有無について審査請求人に確認し、日程

調整（別途、処分庁の出席可能な日程も確認）

・口頭意見陳述の日時や場所、当日の流れ等を

審査請求人に連絡



※裁決後の公開における写しの交付費用について

審査庁が原処分等を取り消す裁決を行ったことにより、処分庁（文書担当課）が原処分を取り消し、非公開部分を変更した対象公文書の写しを交
付する場合、その写しの交付費用は無料です。ただし、一度も写しを交付していない頁は、写しの交付費用が必要となります。

審査庁

諮問書作成

審議会

提出

処分庁

諮問書受領

口頭意見陳述の

可否検討

審査請求人

口頭意見陳述の

希望

申し立て

陳述可の場合

出席

実施

口頭意見陳述

答申作成

送付答申書の受領

答申書の写し

受領

送付

答申内容の公表

裁決書作成裁決書の受領 送付 裁決書の受領送付

審議開始
（原則月1回開催）

審査請求人が審議会に対する

口頭意見陳述を希望する場合（任意）
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処分庁の説明

審議会が必要とする場合
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口頭意見陳述について

・可否決定について審査請求人に連絡

・可の場合は、合わせて日程希望日、補佐

人の帯同の有無について審査請求人に確

認し、日程調整

・口頭意見陳述の日時や場所、当日の流れ

等を審査請求人に連絡
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